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ほくしん保育園  別紙説明書  

 

 

運営主体  

事業者の名称  社会福祉法人  北信福祉会  

事業者の所在地  〒960-0112 福島市南矢野目字才ノ後 6 番 2 

事業者の連絡先  024-573-0809 

代表者氏名  理事長  上西  和子  

ほくしん保育園  園  長  阿部  律子  

 

（１）職員体制（2026 年４月１日  現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人  1 人  0 人   

主任保育士  1 人  1 人  0 人   

副主任保育士  1 人  1 人  0 人   

リーダー保育士  2 人  2 人  0 人   

保育士  22 人  20 人  2 人  含：一時預かり職員・育休職員  

看護師  2 人  1 人  1 人  病児保育担当  

栄養士  1 人  1 人  0 人   

調理師（員）  4 人  1 人  3 人  含：兼務職員  

事務員  1 人  0 人  1 人  含：兼務職員  

計  35 人  28 人  7 人   

 

（２）開所時間及び保育時間について  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する内容  月曜日から土曜日まで  

開所時間  
月～金曜日  7 時 00 分～19 時 00 分  

土曜日  7 時 00 分～19 時 00 分  

保育時間  
保育標準時間  7 時 00 分～18 時 00 分（11 時間）  

保育短時間  8 時 30 分～16 時 30 分（  8 時間）  



 

延長保育  

保育標準時間  
朝：該当なし  

夕：18 時 00 分～19 時 00 分  

保育短時間  
朝：7 時 00 分～8 時 30 分  

夕：16 時 30 分～19 時 00 分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）  

 

（３）費用徴収等  

利用者負担項目  内  容  

給食費（3 歳以上児）  

す み れ 組（３歳児）  

ひまわり組（4 歳児）  

さ く ら 組（5 歳児）  

副食費  1 ヶ月  5,000 円  

主食費  1 ヶ月  1,000 円  

全園児対象  

スポーツ振興センター  1 年当たり  240 円  

保育用品等代  
※別途資料１・２参照  

※価格変動により差替とする   

 

延長保育利用料  

※保育標準時間の場合  

18：00～18：30 100 円  

18：00～19：00 200 円  

月極 18：00～18：30 1,500 円  

月極 18：00～19：00 2,500 円  

延長保育利用料  

※保育短時間の場合  

7：00～8：30  300 円  

16：30～18：00  300 円  

18：00～19：00  200 円  

病児保育利用料  1 時間経過後 1 時間毎  200 円  

その他  保護者会費  1 ヶ月  500 円  

 

※3 歳以上児の給食費（副食費・主食費）、延長保育利用料の徴収は口座引き落としと  

させていただきます。  

※福島市補助金の申請により、徴収額が減額となる場合があります。  

 

 



 

（４）提供する特定教育・保育の内容  

当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保

育指針に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、保育を提供します。  

 

（５）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  市が行う利用調整による  

健康・衛生に  

ついて  

・保育園で発熱やひどい咳、嘔吐、下痢等の症状がある場合には、   

全身状態を考慮しながら連絡をさせていただきます。  

・感染の恐れのある病気にかかった場合は、必ず保育園に連絡してく

ださい。また、完治後は医師に確認をしていただき、医師の意見書

を提出していただく事になります。意見書につきましては、感染症

の種類により、医師記入のものと、保護者記入のものがあります。 

※感染症については意見書参照。  

・予防接種は機会を逃さず予定を立てながら受けるようにしましょ

う。また、接種後はその旨をお知らせください。  

土曜保育に  

ついて  

◎当園の保育提供日は平日月曜日～土曜日です。土曜日は保護者の方

の休みが多いため、登園児数も平日より少ない利用となっておりま

す。給食食材発注のため保護者の方より「土曜日の出欠状況調書」

をご提出いただきます。  

※提出期限：「土曜日の出欠状況調書」前月 25 日まで。  

※土曜保育の利用がなくなった場合は、速やかに保育園までご連絡く

ださい。  

延長保育に  

ついて  

 

・保護者の方の就労時間、通勤時間等を考慮し、延長して保育が必要

となるお子様に限り延長保育をご利用いただけます。  

・延長保育を希望される方は、「延長保育申込書」をご記入のうえ提

出してください。  

・なお、月極による延長保育の開始・停止については、申込をした月

の翌月からとなります。  

※時間、利用料金等詳細については（3）をご参照ください。  

病児保育につい

て  

 

◎お子さまが保育中に発熱等の体調不良となり、保護者のかたが迎え

に来ていただくまでの間、病児室にて看護師が付き添い、お子さま

をお預かりいたします。  

 

＜対象児＞  

・感冒・消化不良症状などの、日常的に罹患する恐れのある疾患によ

り体調不良となった園児。  

 →感染する恐れのある疾患や、疾患の程度が重い場合は、別対応と

なる場合があります。  

◎病児保育を利用しようとする場合、あらかじめ事業利用登録書（様

式第 1 号）を園長に提出して頂きます。  

 



 

＜料金＞  

・200 円/1 時間  

※電話にて体調不良等のご連絡を入れ、保護者の方の承諾を得てから

病児保育に切り替えます。  

※電話連絡後の 1 時間後から、料金が発生します。  

利 用 上 の 留 意  

登録情報に変更

があった場合  

◎以下の内容に変更があった場合は速やかにお知らせください。  

①勤務先の変更が発生した場合（転職・退職・求職等）  

②転居した、家族の増減があった、家族の状況に変更が生じた場合（同

居・婚姻・離婚・出産・死亡・各種手帳の交付等）  

③妊娠した場合、産休・育休を取得した場合  

④転職や育休により保育時間が変更になる場合（標準⇔短時間）  

※①～④については変更届の提出が必要です。  

・退職した場合、2 ヶ月の間に再就職する事が原則となります。  

・転園、退園を希望される場合は、園長までお知らせください。  

退園理由  ・2 号・3 号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると福島市が認めたとき  

・その他、利用継続に重大な支障又は困難が生じたとき  

 

（6）嘱託医  

医療機関の名称  いちかわクリニック  

医院長名  市川  陽子  

所在地  福島市南矢野目字鼓田６－１  

電話番号  024-554-2828 

 

（7）緊急時における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利

用子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じます。  

 

（8）嘱託歯科医  

医療機関の名称  かんの歯科医院  

医院長名  菅野  昭彦  

所在地  福島市岡部大蔵 18-1 

電話番号  024-533-7888 

 

 



 

 

（9）非常災害対策  

防火管理者  黒澤  祐菜  

消防計画届出年月日  令和８年 4 月 1 日  

避難訓練  

・毎月 1 回  各種災害（火災・地震・風雪水害・台風・不審

者等）を想定した訓練、消火器訓練の実施  

・ＢＣＰ自然災害訓練  

・年 1 回消防署員立ち合い訓練実施（総合訓練）  

・年 1 回警察署員より不審者についての訓練指導実施  

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。  

避難場所  

・第一避難場所  

ハッピー愛ランド正面玄関前  

・第二避難場所  

わくわくひろば駐車場  

・第三避難場所  

南側砂利駐車場フェンス内  

緊急時の連絡手段  電話、ＣＯＤＯＭＯＮ連絡網、学習センター・施設への掲示等  

【管轄する消防署】  

消防署名  福島消防署  東出張所  

所在地  福島市鎌田一里塚 7-3 

電話番号  024-553-7796 

【管轄する警察署】  

警察署名  福島北警察署  

所在地  福島市飯坂町平野字江合 2-8 

電話番号  024-554-0110 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１0）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  黒澤  祐菜  主任保育士  

相談・苦情解決責任者  阿部  律子  ほくしん保育園園長  

第三者委員  

新家  淳子  
024-558-0740 

元伊達市スクールカウンセラー  

山崎  康子  
024-573-9724 

元須賀川支援学校郡山校教頭  

【要望・苦情等への対応方法】  

（1）苦情は、面接・電話・書面などにより受付担当者が随時受付けます。尚、第三者

委員に直接苦情を申し出る事も出来ます。  

（2）苦情受付の報告・確認  

  苦情受付担当者が受付けた苦情は苦情解決責任者と第三者委員に報告します。第三

者委員は、苦情の内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 

（3）苦情解決の為の話し合い  

  苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、

苦情申出人は第三者委員の助言や立ち合いを求める事が出来ます。尚、第三者委員

の立ち合いによる話し合いは、次により行います。  

 ①第三者委員による苦情内容の確認  

 ②第三者委員による解決案の調整・助言  

 ③話し合いの結果や改善事項等の確認  

（4）当法人内では解決できない苦情は、福島県社会福祉協議会に設置された福島県運

営適正化委員会苦情解決部会  

事務局：福島市渡利字七社宮 111 024-523-1251 に申立てる事が出来ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１１）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  
①保育園総合保険制度（保育園負担）  

②日本スポーツ振興センター災害共済給付（保護者・保育園負担） 

保険の内容  

・保育園児等傷害保険（負傷・疾病・障害・死亡等）  

・主催行事参加者傷害保険  

・自動車搭乗中傷害保険  

・保育園賠償責任保険  等  

 

（１２）個人情報の取り扱い  

（1）特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報

や秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供するこ

とはありません。  

（2）個人情報の取り扱いについて関係法令及び個人情報保護委員会「個人情報に関す

る法律についてのガイドライン」及び当法人「個人情報に関する基本方針」を遵守

し、適切な取り扱いを行います。  

（3）個人情報相談窓口は当園主任保育士とします。  

 

（１３）虐待の防止のための措置  

 （1）当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止等のための次の措置を講じます。  

  ①人権の擁護・虐待の防止に関する必要な体制の整備  

  ②職員による子どもに対する虐待等の行為の禁止。  

  ③虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施。  

  ④その他虐待防止のために必要な措置。  

 （2）虐待等の行為とは、「児童福祉法」第 33 条第１０項各号に規定する行為を  

   いう。  

 （3）保育中に当園の職員または養育者 (子どもを現に養育する者 )による虐待を受  

   けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに児童虐待防止法に従い、福  

   島市幼稚園・保育課や児童相談所等の行政機関に通告します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ  



 

別表  

利  用  者  負  担  金  

 

１ 特定保育・教育において提供される便宜に要する費用に係る利用者負担金  

種  類  負担を求める理由等  金  額  

主食費  (満３歳以上保育認定子ど

もに係るものに限る。) 

保護者が主食を家庭で準備する

負担の軽減と、当日の献立に応

じた主食の提供をする。  

1,000 円/月  

副食費 (満３歳以上保育認定子ど

もに係るものに限る。) 

年齢に応じた栄養を十分考慮し

た内容で副食の提供をする。  
5,000 円/月  

スポーツ振興センター共済掛け金 
保育園の管理下に置いて、園児な

どが災害にあった場合に備える。  
 240 円/年  

教材費  
通園バック・運動帽・クレヨン等・

制作活動に使用する用品等  
実   費  

  (注 ) 副食費 (満３歳以上保育認定子どもに係るものに限る。)については、保育認定子ど

もの保護者及び保育認定子どもの保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税

所得割合算額が一定額未満である場合は全額免除となる。  

 

２ 延長保育の提供に要する費用に係る利用者負担金  

⑴  保育標準時間認定に対する保育時間  

7 時      8 時 30 分                16 時 30 分      18 時   19 時  

 

〇  利用者負担金   

延長保育の時間帯  
利用者負担金の額  

随時利用の場合  月ぎめ利用の場合  

18 時 00 分～18 時 30 分  100 円/回  1,500 円/月  

18 時 00 分～1９時０0 分  200 円/回  2,500 円/月  

 

 

        利用可能な保育時間（最大 11 時間）   

 
原則的な保育時間（8 時間）  

 
延長保育  



 

⑵  保育短時間認定に対する保育時間  

7 時     8 時 30 分                   16 時 30 分      18 時     19 時  

 

〇  利用者負担金  

延長保育の時間帯  利用者負担金の額  備    考  

①    ７時 00 分  ～   8 時 30 分  ３00 円/回   

②  1６時３0 分  ～  1８時０0 分  ３00 円/回   

③  18 時 00 分  ～  19 時 00 分  200 円/回   

 

 

延長保育①  

原則的な保育時間  

（利用可能な保育時間）  

延長保育②  延長保育③  


